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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器を着脱自在に保持して所定の壁面に取り付ける壁掛け用のアタッチメントホル
ダーと、被設置面上において上記電子機器を上記アタッチメントホルダーを介して所定角
度傾けた状態で支持するスタンドとを含み、
　上記スタンドは、上記被設置面に載置される脚部と、上記脚部から所定の角度で立ち上
がる支持部とを備え、上記支持部には、上記脚部に対して異なる角度で傾斜する複数のホ
ルダー支持面が形成されており、
　上記アタッチメントホルダーには、上記ホルダー支持面のうちの選択されたいずれか一
つのホルダー支持面に対して所定の連結手段を介して着脱可能に取り付けられる取付面が
設けられており、上記各ホルダー支持面は、上記脚部側から先端側に向かうにつれて、そ
の傾斜角が段階的に小さくなる多角面状に形成されていることを特徴とする電子機器用マ
ウント装置。
【請求項２】
　上記連結手段として雄ネジが用いられ、上記支持部には、上記各ホルダー支持面ごとに
上記雄ネジを反ホルダー支持面側から挿通するネジ挿通孔が穿設されているとともに、上
記アタッチメントホルダーの上記取付面側には、上記雄ネジの相手としての雌ネジが設け
られていることを特徴とする請求項１に記載の電子機器用マウント装置。
【請求項３】
　上記アタッチメントホルダーは、上記電子機器の背面側を支持する背板と、上記背板の
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底部からほぼ直角に折り曲げられて上記電子機器の底面を支持する底板とを含み、上記背
板の一部分が上記取付面に割り当てられており、
　上記雌ネジは、上記各ネジ挿通孔と対応するように上記取付面の複数個所に設けられて
おり、上記各雌ネジは、上記アタッチメントホルダーが上記各ホルダー支持面のいずれに
取り付けられた際にも、上記背板の底部が上記脚部上に位置するように配置されているこ
とを特徴とする請求項２に記載の電子機器用マウント装置。
【請求項４】
　電子機器を着脱自在に保持して所定の壁面に取り付ける壁掛け用のアタッチメントホル
ダーと、被設置面上において上記電子機器を上記アタッチメントホルダーを介して所定角
度傾けた状態で支持するスタンドとを含み、
　上記スタンドは、上記被設置面に載置される脚部と、上記脚部から所定の角度で立ち上
がる支持部とを備え、上記支持部には、上記脚部に対して異なる角度で傾斜する複数のホ
ルダー支持面が形成されており、
　上記アタッチメントホルダーには、上記ホルダー支持面のうちの選択されたいずれか一
つのホルダー支持面に対して所定の連結手段を介して着脱可能に取り付けられる取付面が
設けられており、
　上記ホルダー支持面は、上記脚部側から先端側に向かうにつれて、上記脚部に対する接
線勾配が連続的に小さくなる円弧面であって、上記ホルダー支持面には、上記連結手段と
しての雄ネジが挿通されるスリット溝が円弧面に沿って連続的に形成されているとともに
、上記アタッチメントホルダーの上記取付面側には、上記雄ネジの相手としての雌ネジが
備えられていることを特徴とする電子機器用マウント装置。
【請求項５】
　上記電子機器の背面には、凹部が形成されており、上記アタッチメントホルダーの背板
には、上記凹部と係合するように上記背板の一部分を切り起こしてなる舌片状の係合部が
設けられていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の電子機器用マ
ウント装置。
【請求項６】
　上記電子機器の背面には、上記凹部以外の部分に電池収納部を開閉する電池蓋が設けら
れており、上記アタッチメントホルダーの背板は、上記電池蓋を避けるようにして上記電
子機器の背面に当接されることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１に記載の電子
機器用マウント装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気測定器などの電子機器をテーブルもしくは壁面に設置するために用いら
れる電子機器用マウント装置に関し、さらに詳しく言えば、スタンドでの使用時において
は、その設置角度の調節を簡単に行うことができる電子機器用マウント装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気測定器などの各種電子機器には、計測中のモニターを観察しやすくするためにスタ
ンドを備えているものが多い。例えば特許文献１には、電子機器の背面に沿って引き起こ
し式のスタンドを備えており、このスタンドを引き起こすことで、電子機器本体を自立状
態で立て掛けることが記載されている。
【０００３】
　また、これとは別に壁掛け、スタンド両用として用いられるマウント装置もある。図８
に示すように、このマウント装置１００は、電子機器１０１（図９参照）に着脱自在に取
り付けられるホルダー２００と、このホルダー２００に対して着脱自在に取り付けられる
スタンド３００とを備えている。
【０００４】
　ホルダー２００は、電子機器１０１の背面を支持する背板２０１と、電子機器１０１の
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底面を支持する底板２０２と、電子機器１０１の前面の一部を支持する前板２０３とが一
体にＬ字状に形成されている。背板２０１の幅方向の両端には、電子機器１０１の側面の
押さえる側板２０４，２０４が設けられている。
【０００５】
　ホルダー２００の背板の四隅には、電子機器１０１を壁掛け支持するために用いられる
だるま孔２０５が４カ所設けられている。背板２０１には、スタンド３００をネジ止めす
るためのネジ止め孔２０６が設けられている。
【０００６】
　スタンド３００は、１枚の金属板をくの字に折り曲げて形成された、長さの異なる２種
類のスタンド片３０１，３０２を備えている。各スタンド片３０１，３０２には、ネジ止
め用の穿孔３０３が設けられている。
【０００７】
　これによれば、壁掛け時にはホルダー２００のみが用いられるが、スタンドとして使用
する場合には、図９（ａ）に示すように、短い方のスタンド片３０２をホルダー２００側
に取り付け、長い方のスタンド片３０１を脚部として被設置面に置くことで、電子機器１
０１を被設置面に対して第１傾斜角として例えば６０°程度傾けた状態で支持することが
できる。
【０００８】
　これに対して、図９（ｂ）に示すように、長い方のスタンド片３０１をホルダー２００
側に取り付け、短い方のスタンド片３０２を脚部として被設置面に置くことにより、電子
機器１０１を被設置面に対して第２傾斜角として例えば４０°程度傾けた状態で支持する
ことができる。
【０００９】
　しかしながら、この着脱式のマウント装置１００には、次のような課題があった。すな
わち、通常、電子機器１０１の背面には電池ケースの蓋が設けられていることが多いが、
電子機器１０１の背面を塞ぐようにホルダー２００の背板２０１がネジ止めされているた
め、電池交換するには、ホルダー２００をいちいち取り外さなくてはならない。
【００１０】
　また、ホルダー２００が電子機器１０１を抱え込むように装着されているため、振動が
発生する場所などに置くと、振動によって電子機器１０１とホルダー２００とが擦れ合う
という問題もある。さらには、設置角を２種類とするため、スタンド３００のスタンド片
３０１，３０２の長さを変えているが、嵩張るし、重量も大きくなるため好ましくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－１２１１８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　そこで、本発明の課題は、壁掛け、スタンド両用であり、電子機器をしっかりと固定で
き、かつ、スタンドでの使用時には傾斜角度を使い分けに応じて容易に変更することがで
きる電子機器用マウント装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述した課題を解決するため、本発明の電子機器用マウント装置は、電子機器を着脱自
在に保持して所定の壁面に取り付ける壁掛け用のアタッチメントホルダーと、被設置面上
において上記電子機器を上記アタッチメントホルダーを介して所定角度傾けた状態で支持
するスタンドとを含み、上記スタンドは、上記被設置面に載置される脚部と、上記脚部か
ら所定の角度で立ち上がる支持部とを備え、上記支持部には、上記脚部に対して異なる角
度で傾斜する複数のホルダー支持面が形成されており、上記アタッチメントホルダーには



(4) JP 6009331 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

、上記ホルダー支持面のうちの選択されたいずれか一つのホルダー支持面に対して所定の
連結手段を介して着脱可能に取り付けられる取付面が設けられていることを特徴としてい
る。
【００１４】
　また、上記各ホルダー支持面は、上記脚部側から先端側に向かうにつれて、その傾斜角
が段階的に小さくなる多角面状に形成されていることを特徴としている。
【００１５】
　さらには、上記連結手段として雄ネジが用いられ、上記支持部には、上記各ホルダー支
持面ごとに上記雄ネジを反ホルダー支持面側から挿通するネジ挿通孔が穿設されていると
ともに、上記アタッチメントホルダーの上記取付面側には、上記雄ネジの相手としての雌
ネジが設けられていることを特徴としている。
【００１６】
　また、上記ホルダー支持面は、上記脚部側から先端側に向かうにつれて、上記脚部に対
する接線勾配が連続的に小さくなる円弧面であって、上記ホルダー支持面には、上記連結
手段としての雄ネジが挿通されるスリット溝が円弧面に沿って連続的に形成されていると
ともに、上記アタッチメントホルダーの上記取付面側には、上記雄ネジの相手としての雌
ネジが備えられていることを特徴としている。
【００１７】
　また別の態様として、上記アタッチメントホルダーは、上記電子機器の背面側を支持す
る背板と、上記背板の底部からほぼ直角に折り曲げられて上記電子機器の底面を支持する
底板とを含み、上記背板の一部分が上記取付面に割り当てられており、上記雌ネジは、上
記各ネジ挿通孔と対応するように上記取付面の複数個所に設けられており、上記各雌ネジ
は、上記アタッチメントホルダーが上記各ホルダー支持面のいずれに取り付けられた際に
も、上記背板の底部が上記脚部上に位置するように配置されていることを特徴としている
。
【００１８】
　また、上記電子機器の背面には、凹部が形成されており、上記アタッチメントホルダー
の背板には、上記凹部と係合するように上記背板の一部分を切り起こしてなる舌片状の係
合部が設けられていることを特徴としている。
【００１９】
　また、上記電子機器の背面には、上記凹部以外の部分に電池収納部を開閉する電池蓋が
設けられており、上記アタッチメントホルダーの背板は、上記電池蓋を避けるようにして
上記電子機器の背面に当接されることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、壁掛け時にはアタッチメントホルダーのみが用いられるが、スタンド
での使用時には、スタンドの脚部に対して異なる角度を有するホルダー支持面のいずれか
１つの支持面を選択し、その支持面にアタッチメントホルダーを介して電子機器を取り付
けることにより、電子機器本をユーザーにとって好ましい傾斜角に配置することができる
ばかりでなく、スタンドの構成をシンプルかつ軽量化できる。
【００２１】
　また、上記各ホルダー支持面は、上記脚部側から先端側に向かうにつれて、その傾斜角
が段階的に小さくなる多角面状に形成されていることにより、傾斜角度の選択を容易に行
うことができる。
【００２２】
　さらには、上記連結手段として雄ネジが用いられ、上記支持部には、上記各ホルダー支
持面ごとに上記雄ネジを反ホルダー支持面側から挿通するネジ挿通孔が穿設されていると
ともに、上記アタッチメントホルダーの上記取付面側には、上記雄ネジの相手としての雌
ネジが設けられていることにより、スタンドに対してアタッチメントホルダーを容易に固
定することができる。
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【００２３】
　また、上記ホルダー支持面は、上記脚部側から先端側に向かうにつれて、上記脚部に対
する接線勾配が連続的に小さくなる円弧面であって、上記ホルダー支持面には、上記連結
手段としての雄ネジが挿通されるスリット溝が円弧面に沿って連続的に形成されていると
ともに、上記アタッチメントホルダーの上記取付面側には、上記雄ネジの相手としての雌
ネジが設けられていることにより、ホルダー支持面に沿って取付面を自在に動かすことが
できるため、傾斜角を所望とする位置に決めて固定することができる。
【００２４】
　また、上記電子機器の背面には、凹部が形成されており、上記アタッチメントホルダー
の背板には、上記凹部と係合するように上記背板の一部分を切り起こしてなる舌片状の係
合部が設けられていることにより、着脱可能な状態であっても、電子機器をがたつくこと
なくアタッチメントホルダーに安定して保持させることができる。
【００２５】
　上記電子機器の背面には、上記凹部以外の部分に電池収納部を開閉する電池蓋が設けら
れており、上記アタッチメントホルダーの背板は、上記電池蓋を避けるようにして上記電
子機器の背面に当接されることにより、アタッチメントホルダーが装着されている状態の
ままで、電池蓋を開閉することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子機器用マウント装置の斜視図。
【図２】電子機器用マウント装置におけるアタッチメントホルダーの（ａ）正面図および
（ｂ）右側面図。
【図３】電子機器用マウント装置におけるスタンドの（ａ）正面図および（ｂ）右側面図
。
【図４】電子機器の背面側を示した模式図。
【図５】上記スタンドに上記アタッチメントホルダーを取り付けた状態の斜視図。
【図６】上記スタンドの（ａ）第１ホルダー支持面、（ｂ）第２ホルダー支持面および（
ｃ）第３ホルダー支持面に上記アタッチメントホルダーを取り付けた状態の右側面図。
【図７】上記スタンド支持面を円弧状に形成した変形例の（ａ）正面図，（ｂ）右側面図
および（ｃ）その使用状態を示す模式図。
【図８】従来のスタンドとホルダーを用いた電子機器用スタンドの斜視図。
【図９】（ａ）、（ｂ）従来の電子機器用スタンドの使用状態を説明する説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　次に本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明するが、本発明はこれに限定
されるものではない。
【００２８】
　図１～図４に示すように、この電子機器用マウント装置１は、電子機器１０に着脱自在
に取り付けられるアタッチメントホルダー２と、被設置面上に載置され、アタッチメント
ホルダー２を所定の角度で取り付けるためのスタンド３とを備えている。
【００２９】
　図４に示すように、この実施形態において電子機器１０は、背面パネルに嵌合用の凹部
１１を有し、背面パネルにはさらに電池蓋１２が設けられている。なお、電子機器１０は
、単なる箱形状として描画されているが、その種類や形状は、仕様に応じて任意に選択さ
れてよく、各種電気測定器のほか、計測ロガーや無線送受信機であってもよい。
【００３０】
　アタッチメントホルダー２は、電子機器１０の背面を支持する背板２１と、電子機器１
０の底面を支持する底板２２と、電子機器１０の底部側の前面を支持する前板２３とを有
し、それらが１枚の板体からＪ字状に一体形成されている。この実施形態において、アタ
ッチメントホルダー２は、金属板から構成されているが、樹脂製であってもよい。
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【００３１】
　背板２１は、電子機器１０の背面に沿って配置される矩形状を呈し、その中央には、電
子機器１０の背面パネルに形成された凹部１１に合致する係合部２４が設けられている。
【００３２】
　係合部２４は、一辺が背板２１に連結するようにコ字状に切り欠いて形成される切り起
し舌片で、電子機器１０の背面に向けて出っ張るように、断面Ｌ字状に折り曲げたものか
らなる。係合部２４には、電子機器１０を固定するねじを挿通する挿通孔２４１が設けら
れている。
【００３３】
　この実施形態において、係合部２４は、電子機器１０の背面側に向かって出っ張るよう
に形成されているが、電子機器１０側が凸形状の場合、電子機器１０の背面とは離反する
方向に折り曲げられていてもよく、電子機器１０側の係合部に対して合致する形状であれ
ばよい。
【００３４】
　背板２１の上端側には、アタッチメントホルダー２を介して電子機器１０を壁掛け支持
するために用いられるだるま孔２１１が背板２１の上端の角部に２カ所に設けられている
。だるま孔２１１の数や位置は仕様に応じて任意に変更されてよい。
【００３５】
　背板２１には、後述するスタンド３の各ホルダー支持面３２ａ～３２ｃに沿って合致す
る一対の取付面２５，２５が設けられている。この実施形態において、取付面２５，２５
は、上述した係合部２４を挟んで背板２１の両側に配置されている。
【００３６】
　取付面２５，２５には、各ホルダー支持面３２ａ～３２ｃに対する固定手段としての第
１～第３雌ネジ２５１，２５２，２５３が設けられている。この実施形態において、各雌
ネジ２５１～２５３は、背板２１に形成されたネジの挿通孔に沿って配置されたナットで
ある。
【００３７】
　なお、この実施形態では、背板２１の板厚が薄いため、ナットを雌ネジとして代用して
いるが、背板２１の板厚が厚い場合には、挿通孔に直に雌ネジ山を形成することができる
ため、そのような場合には、ナットを省略することができる。
【００３８】
　底板２２は、背板２１の下端をほぼ直角に折り曲げて形成されており、その角部２１ａ
は、面取りされている。前板２３は、底板２２の先端を同様にほぼ直角に折り曲げて形成
されており、その角部は同様に面取りされている。底板２２と前板２３にかけての一部に
は、軽量化のための切欠部２２１が形成されている。
【００３９】
　次に、図３（ａ），（ｂ）を参照して、スタンド３は、例えばテーブルなどの被設置面
に載置される脚部３１と、脚部３１から所定の傾斜角を持って切り起こされた支持板３２
とを有し、それらが１枚の金属板の一部をコ字状に切り欠いて、引き起こすことにより形
成されている。スタンド３は合成樹脂製であってもよい。
【００４０】
　また、脚部３１と支持板３２とは別体で形成され、組み合わされたものであってもよい
。その場合、脚部３１と支持板３２とを角度固定機能を有するヒンジで連結し、脚部３１
に対して支持板３２を起伏自在としてもよい。これによれば、スタンド３が折り畳み可能
とすることで、よりコンパクトにすることができる。
【００４１】
　図１を参照して、脚部３１は、扁平なＴ状であって、その四隅には、被設置面に対して
固定するためのネジ孔３１１が、この例では４カ所設けられている。脚部３１の形状は任
意であり、安定して被設置面に据え置くことができればよい。
【００４２】
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　ネジ孔３１１は、図示しないネジを挿通するための挿通孔であるが、脚部３１の裏面に
滑り止めのゴムシートなどを貼り付けてもよいしい、両面粘着テープなどを用いて固定す
るようにしてもよい。
【００４３】
　この実施形態において、支持板３２は、基端側が脚部３１に接続されたアーチ状に形成
されている。図３（ｂ）に示すように、支持板３２は、基端側（図３（ｂ）では下端側）
から上端側に向かうにつれてその傾斜角が段階的に小さくなるように折り曲げられている
。
【００４４】
　この実施形態において、支持板３２は、脚部３１に対して角度θ１＝６０°となるよう
に折り曲げられた第１ホルダー支持面３２ａと、脚部３１に対して角度θ２＝５０°とな
るように折り曲げられた第２ホルダー支持面３２ｂと、脚部３１に対して角度θ３＝４０
°となるように折り曲げられた第３ホルダー支持面３２ｃとを備えている。
【００４５】
　ホルダー支持面３２ａ～３２ｃは３面に限らず、２面もしくは４面以上、または、それ
らの折り曲げ角度θも任意に選択されてよい。
【００４６】
　各ホルダー支持面３２ａ～３２ｃには、アタッチメントホルダー２の取付面２５に設け
られた第１～第３雌ネジ２５１～２５３に合わせてネジ止めされるネジ挿通孔３２１が設
けられている。この実施形態において、各ネジ挿通孔３２１は、各ホルダー支持面３２ａ
～３２ｃに１カ所ずつ配置されているが、数は任意であってよい。
【００４７】
　電子機器１０を壁に掛ける場合には、アタッチメントホルダー２を図示しない壁面に固
定して、電子機器１０をアタッチメントホルダー２に保持させる。このとき、まず、電子
機器１０の背面に設けられた凹部１１にアタッチメントホルダー２の係合部２４を合致さ
せることにより、電子機器１０はアタッチメントホルダー２にがたつきなく保持させるこ
とができる。
【００４８】
　なお、電子機器１０をアタッチメントホルダー２により確実に固定するには、挿通孔２
４１，２４１を介して電子機器１０とネジ止めしたうえで、アタッチメントホルダー２を
壁面に取り付ければよい。
【００４９】
　次に、図５および図６を参照して、スタンドを使用する場合についての一例を説明する
。本発明によれば、ユーザーは、アタッチメントホルダー２を好みの傾斜角を選んで取り
付けることができる。
【００５０】
　すなわち、角度６０°で取り付けるには、図６（ａ）に示すように、第１ホルダー支持
面３２ａのネジ挿通孔３２１と、取付面２５の第１雌ネジ２５１とを位置合わせしたのち
、雄ネジ３３を取付面２５の背面側から差し込んで、第１雌ネジ２５１に螺合すればよい
。
【００５１】
　同様に角度５０°で取り付けるには、図６（ｂ）に示すように、第２ホルダー支持面３
２ｂのネジ挿通孔３２１と、取付面２５の第２雌ネジ２５２とを位置合わせしたのち、雄
ネジ３３を取付面２５の背面側から差し込んで、第２雌ネジ２５２に螺合すればよい。
【００５２】
　また、角度４０°で取り付けるには、図６（ｃ）に示すように、第３ホルダー支持面３
２ｃのネジ挿通孔３２１と、取付面２５の第３雌ネジ２５３とを位置合わせしたのち、雄
ネジ３３を取付面２５の背面側から差し込んで、第３雌ネジ２５３に螺合すればよい。
【００５３】
　しかる後、電子機器１０をアタッチメントホルダー２に保持させることで、ユーザーが
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０に予めアタッチメントホルダー２を取り付けてから、スタンド３に取り付けてもよい。
【００５４】
　この実施形態において、図６（ａ）～（ｃ）に示すように、第１～第３雌ネジ２５１，
２５２，２５３は、背板２１と底板２２との角部２１ａが、各角度ポジションにおいて常
にスタンド３の脚部３１に接した状態となるようにアタッチメントホルダー２とスタンド
３とを固定できる位置に設けられている。
【００５５】
　これによれば、アタッチメントホルダー２がスタンド３から浮いたりすることなく、安
定して固定することができる。
【００５６】
　また、ホルダー支持面３２の各ネジ挿通孔３２１を含むように延在するスリット溝とし
、さらに取付面２５にも各雌ネジ２５１～２５３を含むように延在するスリット溝を設け
ておき、それらスリット溝同士が重なるように配置して、背面側から雄ねじを挿通して、
反対側からナットで挟むようにように固定してもよい。
【００５７】
　また、スタンド３の別の態様として、図７（ａ），（ｂ）に示すように、支持板３２を
脚部３１の基端側から他端側に向かって脚部３１に対する接線勾配を漸次小さくなるよう
に連続した円弧面状に形成し、その円弧面に沿ってスリット溝３２２を設けてもよい。こ
の場合には、アタッチメントホルダー２側にもスリット溝が形成され、それらスリット溝
同士が重なるように配置して、背面側から雄ねじを挿通して、反対側からナットで挟むよ
うにように固定してもよい。
【００５８】
　これによれば、図７（ｃ）に示すように、アタッチメントホルダー２を支持板３２の任
意の位置で支えることにより、ユーザーが好みの角度位置で電子機器１０を傾けることが
できる。
【符号の説明】
【００５９】
　１　電子機器用マウント装置
　１０　電子機器
　２　アタッチメントホルダー
　２１　背板
　２２　底板
　２３　前板
　２４　係合部
　２５　取付面
　２５１～２５３　第１～第３雌ネジ
　３　スタンド
　３１　脚部
　３２　支持板
　３２ａ～３２ｃ　第１～第３ホルダー支持面
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